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資料１　更生保護官署　職名別定員　（平成１７年度）

〈地方更生保護委員会〉
委員長 委員 事務局長等 課長等 保護観察官 係長等 計

8 45 9 43 92 61 258

〈保護観察所〉
所長 次長 課長等 保護観察官 社会復帰調整官 係長等 計
50 4 184 761 63 79 1,141

資料２　更生保護官署職員の採用試験（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ種）別構成

全体（平成１７年４月１日現在）

Ⅰ種 Ⅱ種 Ⅲ種 その他 平成１３～１７年度採用者構成

14.8% 48.1% 32.7% 4.4% Ⅰ種 Ⅱ種 Ⅲ種

12.0% 74.0% 14.0%

２　更生保護官署職員の専攻分野（Ⅰ種は採用区分）

資料３　更生保護官署職員の専攻分野（Ⅰ種は採用区分）

平成１３～１７年度採用者内訳 （単位：人）

Ⅰ種 法律職 6 20.7%

人間科学Ⅰ職（心理系） 16 55.2%

人間科学Ⅱ職（教育・社会系） 7 24.1%

Ⅱ種 法学 61 39.6%

文学 22 14.3%

教育学 19 12.3%

経済学 16 10.4%

社会学 7 4.6%

その他学部 29 18.8%

Ⅲ種 専門学校・短大 18 72.0%

高卒 7 28.0%

職員全体（平成１７年４月１日現在）

Ⅰ種
14.8%

Ⅱ種
48.1%

Ⅲ種
32.7%

その他
4.4%

平成１３～１７年度採用者構成

Ⅲ種
12.0%

Ⅱ種
74.0%

Ⅰ種
14.0%



資料４　更生保護官署職員の年齢分布

全体

18～25歳26～30歳31～35歳36～40歳41～45歳46～50歳51～55歳56～60歳

8.0% 12.0% 16.4% 14.0% 16.0% 11.1% 12.9% 9.6%

資料５　更生保護官署職員の女性の割合

26.9% 73.1% 100.0%

32.7% 67.3% 100.0%

6.6% 93.4% 100.0%

9.5% 90.5% 100.0%所長級（事務局長，事務局次長，所長，次長）

課長級（支部長，課長補佐含む）

保護観察官，事務官等

全体

18～25歳
8.0%

26～30歳
12.0%

31～35歳
16.4%

36～40歳
14.0%

41～45歳
16.0%

46～50歳
11.1%

51～55歳
12.9%

56～60歳
9.6%

保護観察官
事務官

,

所長級
（事務局長，事務局次長，

所長，次長）

課長級
（支部長，課長補佐含む）

全　　体

 9.5%

 6.6%

 32.7%

26.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%



資料６　保護観察官の研修体系

課長

採用

保護観察官

係長等

初等科研修（約１５日間）　　おおむね新規採用の行政職(一)の適用を受ける職員を対象とし
て，保護局関係職員として職務の遂行に必要な基礎的知識及び技能を修得させるとともに，教
養の向上を図ることを目的とする。

中等科研修（前・後期合わせて約３か月）　　新任の保護観察官として職務
の遂行に必要な更生保護関係法令並びに関係諸科学等についての基礎
的な知識，技能及び実務を修得させるとともに，教養の向上等を図ることを
目的とする。
　なお，前期と後期の間の６ヶ月間は，所属庁において指名された研修指導
官の下，実務研修を受ける。

専攻科研修（約２０日間）　　中堅の保護観察官として職務の遂行に必要な
処遇技法並びに関係諸科学等についての必要な知識及び技能を修得さ
せるとともに，人格識見の向上を図ることを目的とする。

高等科研修（約３５日間）　　指導的立場にある保護観察官として職務の遂
行に必要な保護行政並びに関係諸科学等についての高度な知識及び技
能を修得させるとともに，人格識見の向上を図ることを目的とする。

観察特別研修（３日間）　　新任の観察課長として職務遂行に必要な事件管理，危機予測，緊
急場面対応策等の事件関係事務及び処遇実習官に対する指導官としての育成指導業務に関
する管理能力の習得を目的とする。

特別科研修（約１０日間）　　保護観察官として職務の遂行に必要な保護行
政並びに処遇技法等についての知識及び技能を修得させるとともに，教養
の向上等を図ることを目的とする。

保
護
観
察
官
等
委
託
研
修
　
仮
釈
放
の
準
備
の
た
め
の
調
査

、
保
護
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防
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び
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係
等

の
情
報
の
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理
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た
め

、
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究
機
関

、
教
育

機
関

、
行
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関
等
に
委
託
し
て
行
う
も
の
で
あ
る

。

新任保護観察官処遇実務実習　　中等科研修を終了した補職後３年未満の新任
保護観察官に，指名された指導官の下，保護司を指名せずに直接事件を担当さ
せ，犯罪者処遇に当たる保護観察官の能力の向上を図ることを目的とする。

所長

注１　青字は法務総合研究所要綱研修である。
注２　上記研修のほか，人事院や他省庁主催の各種研修（行政研修，会計研修等）がある。
注３　人数・年齢は，平成１６年度の実績である。

総務特別研修（４日間）　　新任の総務課長として職務遂行に必要な総務関係事項についての
管理能力の習得を目的とする。

管理科研修（１５日間）　　新任の課長等を対象として，中間監督者としての職務の遂行に必要
な管理監督等に関する高度の知識及び技能を修得させるとともに，人格識見の向上を図ること
を目的とする。

管理研究科研修（７日間）　　新任の事務局長・所長・次長に必要な高度の管理能力を習得さ
せることを目的とする。

係長等

補職前研修（自庁研修）

（該当者全員を対象）

（該当者全員を対象）

（該当者全員を対象）

（該当者全員を対象）

（４５歳前後・２１人）

（おおむね３５～４０歳・２４人）

（３５歳前後・３４人）

（該当者全員を対象）

（該当者全員を対象）
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資料８　保護観察所別，保護司定数，実数，充足率

平成１７年１０月１日現在

庁　名 保護区数 保護司定数 保護司実数 充足率 庁　名 保護区数 保護司定数 保護司実数 充足率

札 幌 33 1,435 1,335 93.03% 大 津 11 500 466 93.20%

函 館 8 560 523 93.39% 京 都 23 1,300 1,149 88.38%

旭 川 12 765 686 89.67% 大 阪 51 3,320 3,128 94.22%

釧 路 16 870 815 93.68% 神 戸 34 2,200 2,010 91.36%

計 69 3,630 3,359 92.53% 奈 良 15 584 557 95.38%

和 歌 山 10 670 620 92.54%

青 森 11 650 595 91.54% 計 144 8,574 7,930 92.49%

盛 岡 15 690 626 90.72%

仙 台 17 860 769 89.42% 鳥 取 8 390 366 93.85%

秋 田 12 730 684 93.70% 松 江 9 520 484 93.08%

山 形 12 680 634 93.24% 岡 山 14 1,070 991 92.62%

福 島 18 1,010 963 95.35% 広 島 24 1,300 1,208 92.92%

計 85 4,620 4,271 92.45% 山 口 14 850 838 98.59%

計 69 4,130 3,887 94.12%

水 戸 19 950 898 94.53%

宇 都 宮 14 850 810 95.29% 徳 島 9 520 492 94.62%

前 橋 14 885 842 95.14% 高 松 12 590 561 95.08%

さいたま 26 1,570 1,468 93.50% 松 山 12 830 770 92.77%

千 葉 24 1,380 1,261 91.38% 高 知 15 650 567 87.23%

東 京 33 4,375 3,907 89.30% 計 48 2,590 2,390 92.28%

横 浜 42 1,965 1,737 88.40%

新 潟 22 1,055 995 94.31% 福 岡 30 2,080 1,924 92.50%

甲 府 13 490 473 96.53% 佐 賀 8 580 522 90.00%

長 野 19 1,015 958 94.38% 長 崎 11 920 800 86.96%

静 岡 29 1,495 1,396 93.38% 熊 本 12 1,070 1,005 93.93%

計 255 16,030 14,745 91.98% 大 分 12 690 650 94.20%

宮 崎 12 630 582 92.38%

富 山 12 605 588 97.19% 鹿 児 島 15 910 820 90.11%

金 沢 8 571 532 93.17% 那 覇 8 580 548 94.48%

福 井 10 440 417 94.77% 計 108 7,460 6,851 91.84%

岐 阜 21 790 747 94.56%

名 古 屋 43 2,330 2,195 94.21% 合 計 888 52,500 48,585 92.54%

津 16 730 673 92.19%

計 110 5,466 5,152 94.26%
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資料１０ 保護司実費弁償金の内訳について

○ 平成１７年度予算額 ４，０３０，３８４千円

○ 保護司が職務を行う上で要する費用を支給するもので，保護司実費弁償金

を支給する主な職務は以下のとおり。

１ 補導費

保護観察事件を担当した場合に支給する。

【単価】１件１か月５，６２０円以内

２ 環境調整費

在院・在監中の者の釈放後の帰住予定地の環境等の調査・調整を行った場

合に支給する。

【単価】１件１，６５０円以内又は旅行実費

３ ケース研究等出席実費

処遇技術向上のための各種研修会等へ出席した場合に支給する。

【単価】１回１，１００円又は旅行実費

４ 保護観察所等出頭実費

事件打ち合わせや処遇協議を行うため，保護観察所や裁判所等へ出向いた

場合に支給する。

【単価】１回１，１００円又は旅行実費

５ 地域活動推進費

保護司活動を円滑に実施するための基盤整備，地方公共団体の犯罪予防活

動への協力等のための各種活動を行った場合に支給する。

【単価】年間１０，６０２円

６ 学校担当保護司活動費

， 。中学校において 非行防止教室等の非行防止活動を行った場合に支給する

【単価】１回２，２９０円

○保護司法（昭和２５年 法律第２０４号）

（費用の支給）

第１１条 保護司には，給与を支給しない。

２ 保護司は，法務省令の定めるところにより，予算の範囲内において，

その職 務を行うために要する費用の全部又は一部の支給を受けることが

できる。



資料１２　更生保護施設の現況（平成１７年４月１日現在）

【収容定員】 【男女別及び少年・成人別施設数】

区分 男子 女子 計 区分 男子 女子 男女とも 計

少年 298 48 346 少年だけ 3 1 0 4

成人 1,803 120 1,923 成人だけ 19 0 1 20

計 2,101 168 2,269 少年・成人 67 6 4 77

計 89 7 5 101

【収容定員別施設数】 男子施設 89

20人未満 33 女子施設 7 101

20人 44 男女施設 5

21～30人 10

31～40人 12

41～50人 1 * 最大　和衷会 110人

51人以上 1 * 最小　徳永会大徳塾 １０人

計 101



資料１３　平成１６年度の継続保護事業の実績

（１）宿泊の供与をした保護実人員

援護等 更生緊急保護

平成１６年度 6,302 3,753 10,055 299 46 10,400

（２）宿泊の供与をした保護延人員

援護等 更生緊急保護

平成１６年度 437,267 155,996 593,263 10,359 4,908 608,530

家裁からの補導委託 合　計

任意保護 家裁からの補導委託 合　計

計 任意保護区  分

区  分

委託保護

委託保護
計

更生緊急保護
3,753（36.1%）

任意保護
299（2.9%）

家裁からの
補導委託

46人（0.4%）

援護等
6,302（60.6%）

更生緊急保護
155,996（25.6%）

家裁
補導委託

 4,908（0.8%）

任意保護
10,359（1.7%）

援護等
437,267（71.9%）
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資料１６　退所時の状況（平成16年度）

（１）退所先

（２）退所時の職業

借家
18.5%

就業先
23.4%

その他
10.8%

不明
20.6%

親族・縁故者
17.1%

社会福祉施設
1.5%

知人・友人
8.1%

労務作業
44.6%

無職
34.9%

サービス業
6.2%

農林，
漁業
0.3%

保安職業
1.0%

0.2% 事務作業
0.7%

販売業
2.9%

専門的，技術的
職業
1.9%

不詳
5.0%

運輸，
通信業
2.2%



鉄

鉄 設

資料１７　更生保護施設の設備の状況

（１）施設の構造別床面積の推移

調査年 コンクリート造・ ブロック造 木造 １施設当たり平均（床面人当たり平均（床面積）

昭和３５年 1,465㎡ 971㎡ 66,608㎡ 69,044㎡ 437㎡ 16㎡

昭和４５年 32,619㎡ 6,798㎡ 26,269㎡ 65,686㎡ 530㎡ 18㎡

昭和５０年 38,380㎡ 5,198㎡ 17,561㎡ 61,139㎡ 577㎡ 20㎡

昭和６０年 40,776㎡ 7,309㎡ 13,133㎡ 61,218㎡ 594㎡ 24㎡

平成元年 46,356㎡ 6,477㎡ 10,825㎡ 63,658㎡ 630㎡ 27㎡

平成５年 52,977㎡ 5,513㎡ 6,698㎡ 65,188㎡ 665㎡ 29㎡

平成１０年 61,966㎡ 3,527㎡ 5,840㎡ 71,333㎡ 714㎡ 32㎡

平成１５年 73,063㎡ 1,635㎡ 3,410㎡ 78,108㎡ 773㎡ 35㎡

平成１７年 76,165㎡ 1,635㎡ 3,229㎡ 81,029㎡ 802㎡ 36㎡

調査年 コンクリート造・ ブロック造 木造 当たり平均（床面人当たり平均（床面積）

平成１７年 94.0% 2.0% 4.0% 802㎡ 36㎡

平成１５年 93.5% 2.1% 4.4% 773㎡ 35㎡

平成１０年 86.9% 4.9% 8.2% 714㎡ 32㎡

平成５年 81.3% 8.5% 10.3% 665㎡ 29㎡

平成元年 72.8% 10.2% 17.0% 630㎡ 27㎡

昭和６０年 66.6% 11.9% 21.5% 594㎡ 24㎡

昭和５０年 62.8% 8.5% 28.7% 577㎡ 20㎡

昭和４５年 49.7% 10.3% 40.0% 530㎡ 18㎡

昭和３５年 2.1% 1.4% 96.5% 437㎡ 16㎡

（２）更生保護施設の構造別・経過年数別棟数

経過年数
0-5 6-10 11-15 16-20 21-30 31-40 41- 計

構造（耐用年数）

鉄筋コンクリート造（47年）
鉄骨造（34年）

17 11 11 5 9 42 0 95

ブロック造（38年） 0 0 0 0 0 2 1 3

木造（22年） 0 0 0 0 0 1 2 3

計 17 11 11 5 9 45 3 101

（３）過去５年間の平均居室床面積の推移

年度末 １施設当たりの平均 定員１名当たりの平均

平成１２年 174.8㎡ 7.8㎡

平成１３年 178.6㎡ 8.0㎡

平成１４年 180.3㎡ 8.1㎡

平成１５年 181.2㎡ 8.1㎡

平成１６年 182.7㎡ 8.1㎡

93.5%

86.9%

81.3%

72.8%

66.6%

62.8%

49.7%

8.5%

10.2%

11.9%

8.5%

8.2%

10.3%

17.0%

21.5%

28.7%

40.0%

94.0%

2.1%

4.9%

2.0%

1.4%

10.3%

2.1%

4.0%

4.4%

96.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成１７年

平成１５年

平成１０年

平成５年

平成元年

昭和６０年

昭和５０年

昭和４５年

昭和３５年
鉄筋コンクリート造・鉄骨造 ブロック造 木造



資料１８　継続保護事業を営む更生保護法人の経常収支（平成16年度）

全国の更生保護施設の経常収入:3，752，950千円

全国の更生保護施設の経常支出：3，814，315千円

更生保護委託費収入 3,082,994,041 継続保護事業費（事務 2,211,362,314

家庭裁判所補導委託費 22,317,029 継続保護事業費（補導 70,465,810

任意被保護者負担金収 85,102,056 継続保護事業費（宿泊 1,085,107,366

補助金等収入 143,426,608 管理費 393,746,521

寄附金収入 223,095,202 特別会計繰入金支出 53,632,853

財産収入 27,082,944

会費収入 45,823,970 収入合計 3,752,950,224

特別会計繰入金収入 91,070,310 継続保護事業費 3,366,935,490

雑収入 32,038,064 支　出　合　計 3,814,314,864

（１）継続保護事業を営む更生保護法人の経常収支（収入の部）

会費収入
1.2%

更生保護
委託費収入

82.9%

家庭裁判所
補導委託費収入

0.6%

任意被保護者
負担金収入

2.3%

特別会計
繰入金収入

2.4%
財産収入

0.7%

補助金等収入
3.9%

寄附金収入
6.0%

　（２）継続保護事業を営む更生保護法人の経常収支（支出の部）

管理費
10.3%

継続保護事業費
（補導費）

1.8%

継続保護事業費
（事務費）

58.0%

継続保護事業費
（宿泊保護費）

28.4%

特別会計
繰入金支出

1.4%



資料１９ 更生保護委託費の内訳について

○ 平成１７年度予算額 ３，２１９，５６７千円

○ 国が更生保護法人に更生保護の措置を委託した場合に，一人一日当たりの
単価として定められた以下の経費を，委託日数に応じて支給する。

１ 補 導 費 【予算単価】 １４１．７５円

被保護者の教養訓練を行い，親族等との融和を図り，若しくは，公共機関
へのあっ旋，職業補導，就職あっ旋等の方法により本人の環境を改善し，健

全な社会生活を営むよう補導するために要する経費

２ 食事付宿泊費 【予算単価】１，９４４．８２円

食糧を得られず，かつ，住居がない者に対し，宿泊の供与に併せて，その
期間中食事を給与するために要する経費

３ 宿 泊 費 【予算単価】 ６７１．０２円

住居のない者に対し，宿泊所を供与するために要する経費

４ 委 託 事 務 費 【予算単価】３，５３３．５２円

更生保護施設の職員設置費，運営経費等

（参考）一人一日当たりの平均単価
食事付宿泊委託：５，６２０．０９円
宿 泊 委 託：４，３４６．２９円



　　SST

宿泊 補導 その他 保護者 合計 保護司 更女 ＢＢＳ
自助

グループ
医療・福祉

関係者 その他

旭　川 旭川保護会 4 62 62

釧　路 北見更生保護会 6 51 51

青　森 あすなろ 9 70 70 ○ ○ ○

仙　台 宮城東華会 5 39 39

山　形 羽陽和光会 5 29 5 34

福　島 至道会 24 326 326 ○

尚徳有隣会 12 271 271

栃木明徳会 10 58 58

更新会 37 232 232 ○

斉修会 3 9 9

東京保護観察協会 24 166 166 ○

日新協会 24 432 432

川崎自立会 13 61 61

報徳更生寮 24 153 153 ○

長　野 長野司法厚生協会 3 10 10

富　山 富山養得園 1 72 72

金　沢 徳風苑 36 546 546

福　井 福井福田会 11 98 98

岐　阜 岐阜県共助会 12 118 118

愛知自啓会 11 154 154

立正園 10 20 89 109

徳永会大徳塾 3 29 29

津 三重県保護会 24 317 8 325

京　都 盟親 21 130 3 133 ○

大　阪 和衷会 22 150 150 ○ 大学教員

神　戸 神戸学而園 3 14 14

ウィズ広島 19 352 3 355 ○

呉清明園 6 73 73

山　口 山口更生保護会 5 47 47

高　松 讃岐修斉会 10 215 215

松　山 愛媛県更生保護会 1 14 14

高　知 高坂寮 11 78 78

福岡梅香会 9 102 0 0 5 107

筑豊宏済会 6 74 2 76

湧金寮 3 17 17

長崎啓成会 4 56 56

佐世保白雲 7 50 50 ○ ○ ○

大　分 熊本自営会 12 147 1 148

宮　崎 みやざき青雲 2 35 6 41

沖　縄 沖縄県更生保護会 12 84 84

464 4961 8 103 11 5083計

協　力　者

施設名 回数

名古屋

広　島

資料２０　更生保護施設における各種処遇実施状況（平成１６年度）

実 施 延 人 員

実施内容

SST

実施施設　計４０施設

宇都宮

東　京

福　岡

長　崎

所管庁

横　浜



　　酒害・薬害教育

宿泊 補導 その他 保護者 合計 保護司 更女 ＢＢＳ
自助

グループ
医療・福祉

関係者 その他

札　幌 札幌大化院 4 46 46 ○

静修会荒川寮 26 83 83 ○ ○
大学教員

施設退所者

日新協会 24 108 18 126 ○

京　都 京都保護育成会 6 65 65

福　岡 福正会 4 37 4 41 ○ ○

熊　本 熊本自営会 1 14 14 ○ ○

東　京 静修会足立寮 51 433 185 16 634 ○ ○ 施設退所者

千　葉 千葉県帰住会 23 212 212 ○

横　浜 川崎自立会 12 19 19 ○

愛知自啓会 7 98 98

中協園 12 29 29 ○

東三更生保護会 6 20 20 ○

大　阪 和衷会 48 295 295 ○ ○

鳥　取 鳥取県更生保護給産会 6 63 63

広　島 ウィズ広島 10 78 78 ○

山　口 山口更生保護会 12 46 46 ○

福　岡 福岡弥生寮 3 7 7

長　崎 佐世保白雲 1 16 16

釧　路 釧路慈徳会 5 6 6

東　京 清和会 3 18 18 ○ ○

岐　阜 岐阜県共助会 7 65 65 ○ ○
警察官，

県薬務課職
員

滋　賀 滋賀好善会 3 13 1 14

奈　良 至徳会 12 95 95 ○

備作恵済会古松園 1 12 0 0 12 弁護士

美作自修会 13 99 99 ○

高　松 讃岐修斉会 17 367 367 ○
麻薬覚せい
剤センター
宗教関係者

大　分 豊州保護会 1 11 11

288 2226 1 207 16 2450

　　コラージュ

宿泊 補導 その他 保護者 合計 保護司 更女 ＢＢＳ
自助

グループ
医療・福祉

関係者 その他

前　橋 群馬県仏教保護会 3 8 8 ○

東　京 静修会荒川寮 20 42 42 ○ 大学教員

名古屋 岡崎自啓会 16 75 75 ○

鳥　取 鳥取更生保護給産会 18 181 3 184

島　根 島根更生保護会 11 87 38 125 ○ ○

広　島 ウィズ広島 21 385 385 ○

山　口 山口更生保護会 4 28 28 ○ ○

93 806 0 0 41 847

計

薬害教育

実施内容

酒害教育

実施内容

コラージュ

計

協　力　者

回数

実 施 延 人 員

協　力　者

施設名 回数

実 施 延 人 員

酒害・薬害教育

実施施設　計２７施設

所管庁

所管庁

東　京

名古屋

岡　山

施設名

実施施設　計７施設



　男の料理教室

宿泊 補導 その他 保護者 合計 保護司 更女 ＢＢＳ
自助

グループ

その他の
医療・福祉

関係者
その他

札　幌 大谷染香苑 1 14 0 0 1 15

斉修会 8 41 41 ○

静修会足立寮 12 147 5 152 ○ ○

長　野 松本保護会 6 60 60

金　沢 徳風苑 1 15 15

京　都 京都保護育成会 2 28 28 ○

鳥　取 鳥取更生保護給産会 4 13 3 16

島　根 島根更生保護会 2 21 19 40 ○

徳　島 徳島自立会 4 43 43 ○

40 382 0 5 23 410

　　その他

宿泊 補導 その他 保護者 合計 保護司 更女 ＢＢＳ
自助

グループ
医療・福祉

関係者 その他

札　幌 札幌大化院 1 20 20 ○

東　京 日新協会 12 36 36 ○

債務処理講話 神　戸 播磨保正会 1 17 17

ヤミ金講座 熊　本 熊本自営会 1 12 12 弁護士

女性の健康を考える会 東　京 静修会荒川寮 11 161 161 ○
弁護士

大学教員

セルフコントロール
プログラム

宇都宮 栃木明徳会 8 95 95 ○
ヨガインス
トラクター

生活習慣病講座 熊　本 熊本自営会 1 13 13 ○ 大学教員

清和会 15 52 52

紫翠苑 10 18 18 ○

親子キャンプ 名古屋 立正園 2 5 16 21 ○ ○ ○ 家裁調査官

さいたま 清心寮 11 113 113 ○ 絵手紙講師

東　京 静修会荒川寮 10 59 59 施設退所者

横　浜 報徳更生寮 10 46 46 ○ 絵手紙講師

松　山 愛媛県更生保護会 2 13 13 文通クラブ

（参考）平成10年10月調査時

プログラムに基づく集団処遇を実施している施設

そのうちの実施回数の平均

主な実施内容

１６施設

２．５５回／月

ＡＡ・断酒会（５施設），
ＳＳＴ（２施設），
講話等

パソコン教室

施設名

料理教室

東　京

東　京

回数

実 施 延 人 員 協　力　者

実施内容 施設名

計

実施内容

回数

実 施 延 人 員 協　力　者

絵手紙教室

ギャンブル依存
回復プログラム

所管庁

所管庁

実施施設　計９施設
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